
- 16 - 

議案第８９号 

 

 

字の変更について 

 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条第１項の規定により、当市の区域内の

字を別紙のとおり変更し、土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８９条の２第１０項

において準用する同法第５４条第４項の規定による換地処分の公告があった日の翌日から施

行するものとする。 

 

 

令和３年９月１日提出 

 

 

上越市長  村 山 秀 幸 
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別紙（変更調書） 

変   更   前 変 更 後 

大 字 字 地      番 大 字 字 

平 沢 上仲こ 

４８１の１、４８１の２、 

４８２の１から４８２の３まで、４８３、 

４８４の１、４８４の２、 

４８５から４８７まで、４８８の１、 

４８８の２、４８９の１、４８９の２、 

４９２、４９４、４９７ 

下 牧 西 平 

下 牧 

大 平 
３３８の１、３３８の２、３３９の１、 

３３９の２ 

抜 間 

３４０の１、３４０の２、 

３４２の１から３４２の３まで、３４３、 

３９０から３９２まで、３９２の子、 

３９３の１から３９３の４まで、 

３９４の１から３９４の４まで、 

３９７の２、３９７の３ 

狐 穴 ５５４の２、５５４の５ 

水 野 

棟屋敷 １７９７の子、１７９７の丑 

水 野 

操 返 

浅ノ口 ２０５８から２０６１まで、２０６４ 杉ノ木 

新土蔵面 

２６９３の１、２６９３の２、 

２６９５の１から２６９５の３まで、 

２６９６から２６９９まで、 

２７２３から２７２５まで 

二反田 

ヱコ畑 ２２５２の２ 

松 造 

猿 毛 ヱコ畑 ２２５３ 

及び当該変更に伴う公有地を含む。 

上記地番は、令和３年６月３０日現在の登記簿による。 
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県営農地環境整備事業 水野下牧地区 

位 置 図 

字の変更区域

凡　例

柿崎区平沢 柿崎区下牧 

柿崎区水野 

柿崎区猿毛 

①  

② 
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県営農地環境整備事業 水野下牧地区 

字の区域並びに名称変更前図① 

 

平沢字上仲こ 

下牧字西平 

下牧字抜間 

下牧字狐穴 

下牧字大平 
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県営農地環境整備事業 水野下牧地区 

字の区域並びに名称変更前図② 

 

水野字浅ノ口 

水野字杉ノ木 

水野字新土蔵面 

水野字二反田 

水野字操返 

水野字棟屋敷 

水野字松造 

猿毛字ヱコ畑 

水野字ヱコ畑 
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県営農地環境整備事業 水野下牧地区 

字の区域並びに名称変更図 

 

平沢字上仲こ 水野字浅ノ口 
水野字杉ノ木 

水野字二反田 

水野字操返 

水野字松造 

下牧字西平 


